
介護予防・日常生活支援総合事業に関する説明会  

出席票（ご記入の上，説明会当日に持参してください。） 

会 場 藤沢市民会館 小ホール 

期 日 平成２８年３月２４日（木） 19:00～ 

事業所名  

所在地  

電話番号  

事業所Ｅメールアドレス  

出席者職氏名１ 職名  氏名  

出席者職氏名２ 職名  氏名  

 

 

※注意事項 

 １ この出席票は，事業所ごとに１枚必要です。 

２ 出席者は複数参加可能です。 

３ 法人の担当者等が代表として出席される場合も，この出席票は事業所ごとに作成

し，まとめてお持ちください。 

 

 

 

藤沢市民会館（小ホール） 案内図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住所：藤沢市鵠沼東８番１号   

※駐車場は隣接の奥田公園駐車場（有料）を利用できますが，駐車台数に限りがありますので，ご注意く

ださい。また奥田公園駐車場をご利用の際は，駐車券を会場までお持ちください。 
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介護予防・日常生活支援総合事業に関する説明会 

次第 
 

日時：2016年3月 24日（木）午後7時～ 

場所：藤沢市民会館 小ホール 

 

 開 会 

 あいさつ 福祉部介護保険課長 室伏 信嘉 

 

  

藤沢市介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）について（案）    

     福祉部 高齢者支援課・介護保険課  

  

  

 閉 会 

事務担当 介護保険課 

直通 0466-50-3527 

メ モ                                      
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介護保険課2016 
 

平成２８年３月２４日（木）   

介護予防・日常生活支援総合事業説明会 資料  

藤沢市 
介護予防・日常生活支援総合事業
（総合事業）について（案） 
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介護保険課2016 

 介護保険制度改正により、介護予防給付として全
国一律の基準により提供されている介護予防訪問介
護及び介護予防通所介護について、市町村が取り組
む地域支援事業の介護予防・日常生活支援総合事業
（以下「総合事業」という。）に移行します。 

※藤沢市は平成２８年１０月から実施。 

 既存の介護事業所によるサービスに加えて、ＮＰ
Ｏ、ボランティアなどの多様な主体によるサービス
や介護予防を充実させ、要支援者等に対する効果的
かつ効率的な支援等を推進します。 

総合事業の概要 



充
実 

多
様
化 

介護予防給付 
（要支援1～２） 

介護予防事業 
又は介護予防・日常生活支援総合事業 

○ 二次予防事業 
○ 一次予防事業 

介護予防・日常生活支援総合事業の場合 
は、上記の他、生活支援サービスを含む 
要支援者向け事業、介護予防支援事業。 

包括的支援事業 

○地域包括支援センターの運営 
  ・介護予防ケアマネジメント、総合相談支援 

   業務、権利擁護業務、ケアマネジメント支援 

任意事業 
○ 介護給付費適正化事業 
○ 家族介護支援事業 
○ その他の事業 

訪問看護、福祉用具等 

訪問介護、通所介護 

地
域
支
援
事
業 

介護給付 （要介護1～５） 

新しい介護予防・日常生活支援総合事業 
（要支援1～２、それ以外の者） 

 

○ 介護予防・生活支援サービス事業 

  ・訪問型サービス 
  ・通所型サービス 
  ・生活支援サービス（配食等） 
  ・介護予防支援事業（ケアマネジメント） 

○ 一般介護予防事業 

包括的支援事業  

○ 地域包括支援センターの運営 
（左記に加え、地域ケア会議の充実） 

○ 在宅医療・介護連携推進事業 

○ 認知症施策推進事業 

 （認知症初期集中支援チーム、認知症地域支援推進員 等） 

○ 生活支援体制整備事業 

    （コーディネーターの配置、協議体の設置等） 

任意事業 
○ 介護給付費適正化事業 
○ 家族介護支援事業 
○ その他の事業 

地
域
支
援
事
業 

 介護給付 （要介護1～５） 

＜現在＞ ＜見直し後＞ 介護保険制度 

総合事業に移行 

全市町村
で実施 

現行と同様 

介護予防給付（要支援1～２） 

「介護予防・日常生活支援総
合事業ガイドライン」より   
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H28.10 

総合事業の構成（その１） 



介護予防・
日 常 生 活
支 援 総 合
事業 
（新しい総
合事業） 

介護予防・生活支
援サービス事業 

一般介護予防事業 

 訪問型サービス 
（第１号訪問事業） 

 通所型サービス 
（第１号通所事業） 

 その他の生活支援サービス 
 （第１号生活支援事業） 

 介護予防ケアマネジメント 
 （第１号介護予防支援事業） 

・第１号被保険者の全ての者 

・その支援のための活動に関
わる者 

（従来の要支援者） 

・要支援認定を受 け    
た者（要支援者） 

・基本チェックリスト該
当者（介護予防・生
活支援サービス対象
事業者） 

・現行の訪問 

 介護相当 

 
・多様な 
 サービス 

・現行の通所 

 介護相当 

 

・多様な 

 サービス 

②介護予防普及啓発事業 

③地域介護予防活動支援事業 

④一般介護予防事業評価事業 

⑤地域リハビリテーション活動支援事業 

①介護予防把握事業 

②訪問型サービスA（緩和した基準によるサービス） 

①訪問介護 

③訪問型サービスB（住民主体による支援） 

④訪問型サービスC（短期集中予防サービス） 

⑤訪問型サービスD（移動支援） 

①通所介護 

②通所型サービスA（緩和した基準によるサービス） 

③通所型サービスB（住民主体による支援） 

④通所型サービスC（短期集中予防サービス） 

①栄養改善の目的とした配食 

②住民ボランティア等が行う見守り 

③訪問型サービス、通所型サービスに準じる自立支
援に資する生活支援（訪問型サービス・通所型
サービスの一体的提供等） 

※ 上記はサービスの典型例として示しているもの。市町村はこの例を 
 踏まえて、地域の実情に応じたサービス内容を検討する。 

「介護予防・日常生活支援
総合事業ガイドライン」より 
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＝平成２８年１０月から本市
で実施するサービス等です。 

総合事業の構成（その２） 



介護保険課2016 

① 総合事業サービスのみを迅速に利用できる対象者区分『事業対象者』の新設 

② 介護予防訪問介護と介護予防通所介護が「予防給付」から総合事業サービスの
「訪問型サービス」と「通所型サービス」に移行する             
（藤沢市が指定した事業所によるサービス提供）      

③ 総合事業サービスのみの利用者を対象に『介護予防ケアマネジメント』を実施 

④ Ｈ28.9.1～H29.3.31の間に総合事業サービスのみを利用している要支援者の
ケアプランを切替 

⑤ 訪問型サービスに現行相当サービスの提供内容（身体介護・生活援助）により
異なる報酬体系を設定する   

⑥ 訪問型サービスに緩和した基準によるサービス『訪問型サービスＡ』を新設 

⑦ 訪問型サービスに短期集中予防サービス『訪問型サービスＣ』を新設 

⑧ Ｈ28.10当初では、総合事業サービスは現在の指定制度による事業所
（H28.9.30までに介護予防訪問介護もしくは介護予防通所介護の指定を受け
ている事業所）のみが事業参入が可能となり、請求については国保連合会へ事
業費を請求するシステムを活用することができる                         
（指定に関する新規・変更申請や請求コードの変更の手続き等） 

⑨ 介護予防事業は総合事業の『一般介護予防事業』として実施・充実 

Ｈ２８．１０～総合事業開始に伴う主な変更点 

5 
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介護保険課2016 

現行の介護予防給付 

介護予防訪問介護 

介護予防通所介護 

介護予防訪問看護 等 

福祉用具･住宅改修 

H28.10以降 
総合事業 

対象者：要支援１･２ 対象者：要支援１･２ 

基本チェックリストに 
よる事業対象者 

訪問型サービス 

通所型サービス 

 介護予防・生活支援サービス事業（サービス事業） 
                の利用対象者について 
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介護保険課2016 

・基本チェックリスト該当者 

 厚生労働省が作成した25項目の質問に「はい」「いいえ」で答え、
その結果で事業対象の基準に該当するか判断する。 

※基本チェックリストは、平成28年9月から実施する予定です。 

※６４歳以下の第２号被保険者の方は、基本チェックリストではなく、 

  要介護認定等申請を行う必要があります。 

事業対象者とは 

「介護予防・生活支援サービス事業（サービス事業）」 
                    の利用者とは 

要支援１･２ + 事業対象者 

注・要介護の方は「サービス事業」を利用できません。 



○第１ 総合事業の実施に関する総則的な事項 
問４  基本チェックリスト該当者は、要支援１・２の認定者よりも心身の状態が軽度の者が含ま
れると考えられ、基本チェックリスト該当者に既存の訪問介護・通所介護相当のサービスの利用
を認めると、結果的に利用者拡大、費用拡大につながる恐れがある。・・・。 
 

(答)総合事業のうち生活支援・介護予防サービス事業については、現行の要支援者相当を対象者
として想定しており、具体的には、何らかの支援を必要として窓口に来た者のうち、生活上の困
りごとに対して、基本チェックリストの記入によって事業対象者に該当した者を対象とすること
としている。・・・「要支援認定ではなく、簡易にサービスにつなぐために実施するもの」であ
ることに留意。 

「介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン案」につい
てのＱ＆Ａ  【９月３０日版】（平成26年）より一部抜粋 厚生労働省老健局振興課より 

○第４ サービスの利用の流れ 
問１ サービス事業は、要支援及び基本チェックリスト該当者の両方が対象となっている。基本
チェックリストに該当すればサービスを利用できるため、結果的に利用者が増大してしまうので
はないか。 
答 基本チェックリストにより事業対象者に該当した者を対象者とする理由は、訪問型サービス
等について簡便に迅速なサービス利用を可能にするためであり、要支援より軽度の者まで対象に
することは想定していないこと等から、利用者の拡大や費用の拡大につながるとは考えていない｡
また、今回の見直しでは、予防給付と同様に、地域包括支援センター等による介護予防ケアマネ
ジメントを通じ、利用者の意向や状態等に応じた支援につなげていくこととしている。・・・。 

8 

「要介護認定等申請を行い、非該当となった場合は、基本チェックリストを実施し、サービス事業の対
象(事業対象者)とすることができる。」→このこと等から、本市では、利用者が拡大する可能性があると
推測しています。 

 基本チェックリストで事業対象者は拡大するのか？ 
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介護保険課2016 

№ 質問事項 回答 判定基準 
１ バスや電車で１人で外出していますか 0.はい 1.いいえ  

 
 
 
 
 
 
 
 

①１０個以上 
  該当 
 【生活機能】 

２ 日用品の買い物をしていますか 0.はい 1.いいえ 
３ 預貯金の出し入れをしていますか 0.はい 1.いいえ 
４ 友人の家を訪ねていますか 0.はい 1.いいえ 
５ 家族や友人の相談にのっていますか 0.はい 1.いいえ 
６ 階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか 0.はい 1.いいえ 

②３個以上該当 
  【運動器】 

７ 椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか 0.はい 1.いいえ 
８ １５分位続けて歩いていますか 0.はい 1.いいえ 
９ この１年間に転んだことがありますか 1.はい 0.いいえ 

１０ 転倒に対する不安は大きいですか 1.はい 0.いいえ 
１１ ６ヶ月間で２～３ｋｇ以上の体重減少がありましたか 1.はい 0.いいえ ③２個該当 

  【栄養】 １２ 身長    ｃｍ  体重    ｋｇ （ＢＭＩ＝          ） （注）  
１３ 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか 1.はい 0.いいえ 

④２個以上該当 
  【口腔】 

１４ お茶や汁物等でむせることがありますか 1.はい 0.いいえ 
１５ 口の渇きが気になりますか 1.はい 0.いいえ 
１６ 週に１回以上は外出していますか 1.はい 0.いいえ ⑤１個該当 

  【閉じこもり】 

１７ 昨年と比べて外出の回数が減っていますか 1.はい 0.いいえ 
１８ 周りの人から「いつも同じ事を聞く」などの物忘れがあると言われますか 1.はい 0.いいえ 

⑥１個以上該当 
  【認知機能】 

１９ 自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか 0.はい 1.いいえ 
２０ 今日が何月何日か分からない時がありますか 1.はい 0.いいえ 
２１ （ここ２週間）毎日の生活に充実感がない 1.はい 0.いいえ 

⑦２個以上該当 
  【うつ】   

２２ （ここ２週間）これまでに楽しんでやれていたことが楽しめなくなった 1.はい 0.いいえ 
２３ （ここ２週間）以前は楽にできていたことが今はおっくうに感じられる 1.はい 0.いいえ 
２４ （ここ２週間）自分が役に立つ人間だと思えない 1.はい 0.いいえ 
２５ （ここ２週間）わけもなく疲れたような感じがする 1.はい 0.いいえ 

赤枠で囲ってある判定基準の①～⑦のいずれかに該当した方がサービス事業対象者となります。 
 

    ※赤字で示した回答が、何個以上あるか、によって、該当するか、該当しないかを判定します。 

基本チェックリストによる事業対象者の判定基準 

（注）ＢＭＩ＝体重（㎏）÷身長（ｍ）÷身長（ｍ）が１８．５未満の場合に該当とする。                 【 】内は、リスクの種類を示す 
 
 
 



介護保険課2016 

市
の
窓
口
に
相
談 

基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト 

介
護
保
険
認
定
審
査
会 

介
護
予
防 

ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト 

○介護予防サービス 
・訪問看護 
・福祉用具等 

○介護予防・生活支援サー 
 ビス事業 
・訪問型サービス 
 （現行相当・Ａ・Ｂ・Ｃ） 
・通所型サービス 
 （現行相当・Ａ・Ｂ・Ｃ） 
・その他の生活支援サービ   
   ス 

 

非該当 

要支援１・２で 
介護予防給付利用 

サービス事業対象者 

要支援１・２で 
介護予防給付・総合

事業を利用 

○一般の介護予防事業 

要支援１・２で 
総合事業のみ利用 

総
合
事
業 

予
防
給
付 

非該当 非該当 

非該当 
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サービス利用のながれ 

基本チェック
リスト該当 

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
計
画

（
介
護
予
防
支
援
） 
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介護保険課2016 

  

 

 

 

 

 

 

 

基本チェックリスト・要介護認定等申請（注1）の受付窓口 

＜基本チェックリストの受付窓口＞ 

※平成２８年９月から受付開始予定 
１．高齢者支援課 
２．介護保険課 
３．各地域包括支援センター 
  （いきいきサポートセンター） 

＜要介護認定・要支援認定申請の受付窓口＞ 

１．介護保険課 
２．市民センター及び村岡公民館 
  （各地区福祉窓口） 
   ※平成２８年４月からは六会市民センター石川分館でも受付を 
    開始します。 

（注1）「要介護認定・要支援認定申請」のことを指します。 
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介護保険課2016 

サービス利用までの流れ① 

 
被保険者は、 「高齢者支援課」  「介護保険課」  「地域包括支援セ 

   ンター」 の窓口に相談します。 

 

 窓口では、被保険者から、相談の目的や希望するサービスを聞き取り、
「介護予防・生活支援サービス事業」、「要介護認定等申請」、「一般介
護予防事業」についての説明を行い、必要な手続きへの振り分けを行
います。 

※ 予防給付（訪問看護や福祉用具貸与等）を希望している場合等は要介 

  護認定等の申請につなぎます。 

※ 第２号被保険者は、要介護認定等申請が必要です。 

 

① 相 談 

② 聞き取り・振り分け 
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介護保険課2016 

サービス利用までの流れ② 

 

被保険者本人（利用希望者）に「基本チェックリスト」を実施してもらいます。 

※ 原則、被保険者本人が窓口に来庁して行います。 

 

 「基本チェックリスト」の質問項目の回答内容と併せて、利用希望者の状
況やサービス利用の意向を聞き取った上で「事業対象者」を特定します。 

※ 利用希望者とのやり取りの中で、要介護認定等申請が必要だと判断された場合  

  には、要介護認定等申請につなぎます。 

 

              
 

 サービス事業の利用を希望する事業対象者は、介護保険被保険者証を
添付の上「介護予防ケアマネジメント依頼届出書」を届出します。 

※市で受け付けた「基本チェックリスト」と「介護予防ケアマネジメント依頼届出書」は 

   高齢者支援課から、担当地域包括支援センターに送付します。 

③ 基本チェックリストの実施 

④ 事業対象者の特定 

⑤ 介護予防ケアマネジメント依頼届出書の届出 
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サービス利用までの流れ③ 
 

「介護予防ケアマネジメント依頼届出書」の届出があった事業対象者に対して、 

  「介護保険被保険者証」と「負担割合証」を介護保険課から送付します。 

 

 担当地域包括支援センターは、藤沢市から情報が送付された事業対象
者に対して、「介護予防ケアマネジメント」を実施し、適切なサービスにつ
なげます。 

 介護予防ケアマネジメントは、利用者に対して、介護予防・生活支援を目
的に、その心身の状況等に応じて、その選択に基づき、適切な事業が包
括的かつ効率的に提供されるよう、専門的視点から必要な援助を行うも
のです。 

 介護予防ケアマネジメントは、利用者の状態像・意向等をふまえ、「ケア
マネジメントＡ」「ケアマネジメントＢ」「ケアマネジメントＣ」の３つに分けて
行われます。 

 

⑥ 介護保険被保険者証等の送付 

⑦ 介護予防ケアマネジメントの実施・サービス利用開始 
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 高齢者支援課 
 介護保険課 
 地域包括支援センター 

相談の目的や必要と考えているサービスを聞き取り、サービス事
業・要介護認定等申請・一般介護予防事業についての説明を行
い、必要な手続きへの振り分けを行う。 

サービス事業利用希望 

要介護 

一般介護予防事業（健康増進課） 介護予防・生活支援サービス（サービス事業）の利用開始 

予防給付 

非該当 

介護サービス・介護予防サービス利用希望 

基本チェックリストの実施 要介護認定等申請（介護保険課・地区福祉窓口） 

受付窓口 

非該当 

介護給付 

サービス事業対象者該当 要支援 

高齢者支援課から、担当地域包括支援センターへ
「事業対象者」の情報を送付 

藤沢市におけるサービス利用のながれ 

●介護予防ケアマネジメント依頼届出書（被保険証添付）の提出 

サービス事業のみ利用 

介護保険課から「被
保険証」「負担割合
証」を送付 

地域包括支援センターによる「介護予防ケアマネジメント」の実施 
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要支援者 

事業対象者 
 

※要支援者で、予防給付によるサービスのみを利用する場合、もしく
は予防給付によるサービスとサービス事業の両方を利用する場合は･･ 

  →いままでどおり、「介護予防支援」として扱う。 

 

介護予防ケアマネジメントの対象者 

種類 要支援者 
(予防給付のみ) 

要支援者 
(予防給付＋ 

サービス事業) 

要支援者 
(サービス事業のみ) 

事業対象者 

介護予防 
ケアマネジメント × × ○ ○ 
介護予防支援 
（予防給付） ○ ○ × × 

16 
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介護予防ケアマネジメントのプロセスについては、利用者の状態等や基本チェックリストの
結果、本人の希望するサービス等を踏まえて、従来からの原則的なケアマネジメントのプロ
セスに沿った上で以下のような類型を想定しています。 
  

 ケアマネジメントＡ（原則的な介護予防ケアマネジメント） ※平成２８年１０月実施 
 （現行相当サービス及び訪問型サービスＣ（短期集中予防サービス）を利用する場合等に実施します。） 
 現行の介護予防給付に対する介護予防ケアマネジメントと同様、アセスメントによってケアプラン原案を
作成し、サービス担当者会議を経て決定します。※モニタリングは、少なくとも３ヶ月ごとに行う。 

 
 ケアマネジメントＢ（簡略化した介護予防ケアマネジメント） 
 平成２８年１０月以降、多様な実施主体によるサービス(指定事業所以外)を整備した時点から実
施します。当該ケアマネジメントの実施につきましては、現在検討中です。 
 

 ケアマネジメントＣ （初回のみの介護予防ケアマネジメント） 
 当該ケアマネジメントの実施につきましては、現在検討中です。  

 
 利用者本人が居住する住所地の地域包括支援センターにおいて実施します。   
 要支援認定者及び事業対象者に対する介護予防ケアマネジメントは、従来の介護予防支援

と同様、業務の一部を指定居宅介護支援事業所へ委託することができるよう、検討してい
ます。  

 

介護予防ケアマネジメントの類型 

介護予防ケアマネジメントの実施主体 
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藤沢市 
（高齢者支援課） 

各いきいきサポートセンター 
（地域包括支援センター） 

介護予防ケアマネジメントの実施 
 ①原則的なケアマネジメント（ケアマネジメントＡ） 
 ②簡略化した介護予防ケアマネジメント 
   →サービス担当者会議やモニタリングを適宜省略 
   （ケアマネジメントＢ） 
 ③初回のみの介護予防ケアマネジメント 
   →アセスメントを行い、サービスの利用につなげると 
     ころまで（ケアマネジメントＣ） 

平成２８年１０月は
Ａのみ。Ｂ，Ｃについ

ては、検討中。 
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介護予防ケアマネジメントの実施 

介護予防ケアマネジメント
に係る請求は、国保連を

通じて実施予定。 
 

ケアプラン単価：４３０単位 
初回加算          ：３００単位 
小規模多機能連携加算： 
                : ３００単位 
地域単価：１０．８４円(4級地) 

 

居宅介護支援事業者への委託 可能 
※ただし、 委託できる事業対象者については条件等を

検討中。（例：初回は、いきいきサポートセンターで実施、１クール（お
おむね３ヶ月）終了後のケアプランの継続・変更の時点以後、委託可能 
等） 
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介護予防ケアマネジメントの詳細については、次の
とおり説明会を予定しています。 
 
 開催予定日：６月１０日（金） 19:00～ 
 会場：市民会館 小ホール 
  ※開催通知については５月中旬発送予定 
 
 内容・介護予防ケアマネジメントの考え方 
   ・包括→居宅への委託について 
   ・請求方法について       等 
 
 

介護予防ケアマネジメント説明会に向けて 
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（２） （３）

内 容 期 間

開始年月日

（１） 終了年月日

場合は、基本 開始年月日

チェックリスト 終了年月日

開始年月日

終了年月日

届出年月日 Ｈ28．10．1
１　月　当　た　り

届出年月日

 （うち種類支給

 限度基準額）

届出年月日

電 話　０４６６（２５）１１１１

サービスの種類

事業対象

平成28年10月1日

藤沢市○○地域包括支援センター
区　分　支　給　限　度　基　準　額 居 宅 介 護 支 援 事

業 者 若 し く は 介

護 予 防 支 援 事 業

者 及 び そ の 事 業

給 付 制 限

印
サ ー ビ ス の

種 類 の 指 定

5 9

神奈川県藤沢市朝日町１番地の１

認 定 審 査 会

の 意 見 及 び

日月年

年 月 日

年 月 日

年 月 日

入所等年月日

退所等年月日

種類支給限度基準額

種類

名称

種類

域 包 括 支 援 セ ン

タ ー の 名 称

介護保険

施 設 等

所 の 名 称 又 は 地

名称

退所等年月日

入所等年月日

生年月日

交付年月日

被
　
保
　
険
　
者

性

別

要介護状態区分等

番　号

住　所

フリガナ

氏　名

介護保険被保険者証 認 定 年 月 日

実施日）

（事業対象者の

認定の有効期間

居宅サービス等

保 険 者 番 号

並びに保険者

の名称及び印

1 4

神奈川県藤沢市

2 0
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要介護状態区分等欄に「事業対象」と記載され、認定年月日欄には、基本チェック
リスト実施日が記載されます。事業対象者は有効期間の終期がないため、認定の有
効期間欄は空欄となります。 

事業対象者の被保険者証のイメージ 
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介護給付の利用者負担割合（原則１割、一定以上所得者は２割）と同
率とします。  
事業対象者にも「介護保険負担割合証」を交付します。 

 

要支援者が総合事業を利用する場合には、現在適用されている予防給
付の利用限度額の範囲内で、予防給付と総合事業を一体的に利用するこ
とができます。  

事業対象者の利用限度額については、予防給付の要支援１の利用限度
額と同額とします。  

•  要支援１・事業対象者 = 5,003単位  

•  要支援２ = 10,473単位  

※なお、利用限度額の制限を受けるのは、指定事業者のサービスを利用 

 する場合に限ります。 

利用限度額 

利用者負担 

21 



介護保険課2016 
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総合事業と要介護認定について 

 サービス事業の利用と並行して要介護認定等申請をすることもできます。
ただし、要介護者はサービス事業を利用できません。 

  

 要介護認定等申請をし、認定結果が出る前にサービス事業の利用を開始
した場合、認定結果が要介護１以上であっても、認定結果の出た日以前
のサービス事業利用分の報酬は、総合事業より支給されます。 

 

 事業対象者としてサービス事業からサービスを提供された後、要介護認
定を受けた場合には、介護給付サービスの利用を開始するまでの間は、
サービス事業によるサービスの利用を継続することができます。  

  

 なお、要介護認定等申請中に要介護認定の暫定ケアプランによる介護
給付サービスを利用している場合は、並行してサービス事業を利用す
ることはできません。 

  

 サービス事業の利用と並行して要介護認定等申請をし、要介護認定を受
けた後、同月の途中でサービス事業から介護給付サービスの利用に変更
した場合は、同月末時点で居宅介護支援を行っている事業者が、居宅介
護支援費を請求することができます。 
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要介護認定等申請中のサービス利用と費用の関係 

認定結果 給付のみ 
給付と総合事業 

総合事業のみ 
サービスの種類 支出される費用 

非該当 ・  
事業対象者 

全額自己負
担 

ケアマネジメント 事業費 

事業費 給付分 全額自己負担 

事業分 事業費 

要支援 予防給付 

ケアマネジメント 予防給付費 

事業費 給付分 予防給付費 

事業分 事業費 

要介護 介護給付 

ケアマネジメント 介護給付費 
介護給付の利
用を開始するま
での分は事業費 

給付分 介護給付費 

事業分 
介護給付の利用を開始
するまでの分は事業費 

 要支援者の場合、予防給付のサービス利用があれば、予防給付費から介護予防ケアマ
ネジメントの介護報酬が支払われます。 

 事業対象者又は要支援者で総合事業のサービスのみ利用している場合は、総合事業費
から介護予防ケアマネジメントの費用が支払われます。 

 要介護認定を受け、認定結果が出る前にサービス事業の利用を開始していた場合、介
護給付によるサービス利用開始以前のサービス事業利用分の報酬は、総合事業費より
支給されます。 
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総合事業実施後は、更新に係る要介護認定等申請をした場合の認定有効期
間が、一律に原則12 か月、上限24 か月に延長されます。 

藤沢市では、平成28年10月１日以降に認定有効期間が開始する被保険者
が対象になります。 

24 

要介護認定等に係る認定有効期間の見直しについて 

 厚生労働省「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドライン」（抜粋） 

申請区分等 

現行 平成28年10月以降 

原則の認定 
有効期間 

設定可能な 
認定有効期間 
の範囲 

原則の認定 
有効期間 

設定可能な 

認定有効期間
の範囲 

新規申請 ６か月 ３～１２か月 ６か月 ３～１２か月 

区分変更申請 ６か月 ３～１２か月 ６か月 ３～１２か月 

 更 
 新 
 申 
 請 

前回要支援 → 今回要支援 １２か月 ３～１２か月 １２か月 ３～２４か月 

前回要支援 → 今回要介護 ６か月 ３～１２か月 １２か月 ３～２４か月 

前回要介護 → 今回要支援 ６か月 ３～１２か月 １２か月 ３～２４か月 

前回要介護 → 今回要介護 １２か月 ３～２４か月 １２か月 ３～２４か月 



 利用しているサービスの内容により、総合事業への移行・ケアプランの切り替
えのタイミングが異なります。  
 介護予防訪問介護の生活援助のみを利用の方は、平成28年10月から利用料が
変わるため、平成28年9月以降早い時期で、総合事業への移行・ケアプランの切
り替えが必要になります。 

 総合事業の移行に当たって、総合事業に係る規定の施行日前日である平成２７
年３月３１日において、介護予防訪問介護・介護予防通所介護に係る指定介護予
防サービスの事業者について、当該施行日において、総合事業による指定事業者
の指定を受けたものとみなす。（改正法附則第13 条） 

【みなし指定の有効期間】平成27年4月1日～平成30年3月31日 

平成28年10月以前から介護予防訪問介護・介護予防通所介護を 
利用している方(要支援認定者)の総合事業への移行について 

総合事業における事業所のみなし指定 

25 

利用しているサービス 移行の時期 切替のタイミング 

介護予防訪問介護 
（生活援助のみ） 

H28年10月1日 
H28年9月1日 
   ～9月30日の間 

介護予防訪問介護 
(生活援助＋身体介護) H28年10月1日 

 ～H29年3月31日の間 

・認定更新時 
・利用者の状態変化 
・モニタリング時 等 介護予防通所介護 
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介護予防・日常生活支援事業への移行スケジュールについて  

26 

利用サービスの切替期間

介護予防給付（介護予防訪問介護・介護予防通所介護）によるサービス提供

総合事業によるサービス提供

◆介護予防訪問介護(身体介護＋生活援助)の利用◆

◆介護予防通所介護の利用◆

※介護予防給付(訪問(生活援助除く)・通所)によるサービス利用

※総合事業によるサービス利用

◆介護予防訪問介護(生活援助のみ)の利用◆ プランの見直し

※（介護予防給付によるサービスの利用）

生活援助のみのサービス利用

※（総合事業によるサービス利用）

※１ ＝ プランの見直しのタイミングは，切替期間中(平成28年10月～平成29年3月)において，①認定有効期間が終了，
②利用者の状態像の変化，　③３ヵ月に１回のモニタリング時のいずれかにおいて実施。

7 8 9 H29.4

《

サ
ー

ビ
ス
提
供
》

《

要
支
援
認
定
者
の
サ
ー

ビ
ス
利
用
》

※平成28年10月以降は、１，１６８単位×９０％＝事業

報酬及び利用者負担が変わるため、プランの変更が必要となる

H28.10 11 12 H29.1 2 3H28.4 5 6

プランの見直し時※１に随時移行
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●調査目的 
 総合事業の介護予防・生活支援サービス事業における訪問型 
   サービスへの事業参入の意向を確認する 
 

●調査対象 
 介護保険サービス事業者として指定された市内の（介護予防）訪問 
   介護事業所97事業所※平成27年10月1日現在 
 

●調査方法 
 アンケート調査票を郵送で配布し、郵送により調査票を回収 
 調査票発送日   平成27年10月21日 
 調査票回収期限  平成27年11月20日 
 

●回答結果 
 ①発送数 97事業所 
 ②回答数 83事業所 
 ③回答率 85.6％  

介護予防・日常生活支援総合事業に関する 
アンケート調査結果について 

27 
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問3 新たな市内の高齢者の介護や生活を支援するサービス（緩和した基準による 
    「訪問型サービスＡ」）に興味・関心がありますか。 

高齢者の生活等を支援する事業への関心について 

●指定介護予防訪問介護を除く、市内で高齢者の介護や生活を支援するサービス等を 
   提供している事業所は56％（46事業所） 
●提供しているサービスとして最も多かったのは「介護保険外の訪問介護相当サービス」 
●利用者の自費による訪問介護相当サービスを行っている事業所は6割超（55事業所） 
●訪問介護サービス以外にも配食サービス・移動サービス等高齢者の生活を支える 
   様々なサービスが実施されていることがわかった。 

73％（61事業所）の事業所が緩和した基準による「訪
問型サービスＡ」に興味・関心がある。 
興味・関心を持つ理由については80％の事業所が「利
用者サービスの向上のため」と答えている。 

利用者のおかれている状況や環境
を重視し、サービスを提供している
事業所が多い。 

調査結果の概要① 
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事業所の利用状況、人員配置の状況等について 

要支援認定者へのサービス提供については、「生活援助
のみの利用」が71％と最も多く、「身体介護のみ利用」は
7％となった。 
※11月8日時点での参考データ（生活援助のみ利用の要
支援者7割以上。身体介護のみの利用の要支援者1割未
満。）とほぼ変わらない値。 
 →7割の利用者は訪問介護Ⅱの報酬算定に変更が必要。 

調査結果の概要② 

●要支援認定者の利用は訪問介護利用者数全体の4割弱 
●訪問介護を利用している要支援者数については要支援２の利用者数より要支援１の利 
    用者数の方が多い。 
●サービス提供責任者を管理者と兼務している事業所は64％（39事業所） 
●現在の従業者で更なる利用者の受け入れが難しいと答えた事業所は28％（17事業所） 

問7 要支援認定者へのサービス提供における身体介護と生活援助の利用者数は？ 

生活援助のみ利用の場合（訪問介護Ⅱ）の
低減率は10％として、訪問介護Ⅱの報酬を

国単価×90％に設定。 
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緩和した基準による訪問型サービスＡの報酬単価について 

市の提示した金額（1,800円）が最も多い結果となったが、「現行の訪問介護員がサービス

提供する可能性があり、賃金水準を下げるのは難しい。」等の意見があり、訪問型サービ
スＡの安定的なサービス提供を行っていく上では、1,800円以外と答えた事業所の意見に
ついても反映させていく必要がある。 

  

 2,100円以上の内訳 
 ① 2,100円 8％ 
 ② 2,500円 3％ 
 ③ 3,000円 3％ 
 他、2,200円・2,300円・  
 2,400円・2,650円 

調査結果の概要③ 

問11 報酬単価がいくらなら「緩和した基準による訪問型サービスＡ」に参入することが可能 
    ですか。 

●1,800円と答えた事業所が31％（19事業所）と最  
  も多く、次いで2,000円（17％、10事業所）、1,900  
    円（12％、7事業所）の順となった。 
●2,000円以下の金額を答えた事業所は66％（40 
    事業所） 
●2,100円以上と答えた事業所の参入可能な金額 
    は2,100円との答えが最も多かった。 
●理由・積算根拠については、自費サービスの金 
  額と比較検討したもの、必要経費等の事業 
    運営を考慮したもの、従業者の賃金を考慮した  
    もの、介護保険の単位数をもとにしたものが見   
    られた。  

30 
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参入意向について 

現行の訪問介護相当事業については83事業所中67事業所が、緩和した基準による「訪問型サービス
Ａ」については61事業所中49事業所が参入する可能性がある。 

調査結果の概要④ 

問13 「介護予防・生活支援サービス事業」について、参入意向をお聞かせください。 

●現行の訪問介護相当事業について、「参入できる」と答えた事業所は56％（83事業所中46事業所）と 
  なり、「参入を計画している」と答えた事業所は25％ （83事業所中21事業所）となった。 
●緩和した基準による「訪問型サービスＡ」については、「参入できる」と答えた事業所は28％ （61事業 
  所中17事業所）となり、「参入を計画している」と答えた事業所が52％（61事業所中32事業所）となっ 
    た。 

83事業所中 
46事業所 

83事業所中
21事業所 

61事業所中 
32事業所 

61事業所中 
17事業所 
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訪問型サービスＡの単価について① 

単位 単価 金額／回 加算

30分未満 90単位→130単位 1,300円

30分以上60分未満 180単位→200単位 2,000円
10円

初回加算
（200単位）

 
 
 
 
 
 

【参考】「３０分以上６０分未満」の報酬を2,000円とした理由 
  「訪問型サービスＡ」については、国の報酬基準を超えない範囲での実施となり、サービス
内容については「資格を有さない者ができる生活援助」（＝有資格者の専門性を必要としない
サービス）を想定しています。 
 よって、専門性を必要としないための低減率を訪問介護Ⅱと同率（10％）と考えると、 
 1,168単位（現行の介護予防訪問介護）×    90％＝1,051単位／月（訪問介護Ⅱ） 
 1,051単位×90％（専門性を必要としないため）      ＝  945単位／月 
                                                          945単位÷４＝  236単位／回 
を超えない範囲（金額換算すると236単位×10円＝2,360円）で設定することになります。 
 「訪問型サービスＡ」については、市では多様なサービス提供主体による生活支援という側
面から住民主体の生活支援に近い単価設定（1,800円から2,000円）を検討していました。 
 介護予防・日常生活支援総合事業に関するアンケート調査の中で、「市の案では移動費が不
足」、「訪問介護員（有資格者）が提供することが出てきた時に2,000円は必要」等のご意見
をいただきました。全ての意見を反映させることはできていない状況とはなりますが、「訪問
型サービスＡ」により多くの事業所が参入し、参入事業者の運営体制と利用者への安定的な
サービス提供が実現されるための検討を行った結果、「３０分以上６０分未満」の１回あたり
の報酬を2,000円としたものです。 
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訪問型サービスＡの単価について② 
【参考】「３０分未満」を1,300円とした理由 
 介護予防・日常生活支援総合事業に関するアンケートにおいて、「３０分以上６０分未満の場
合と３０分未満の場合に係る経費等については単純な半額とはならない。」との意見もあり、
いただいた意見を参考にして報酬における経費等（人件費、交通費、雇用保険、事業所経費
等）について再度見直し、報酬に占める経費等の割合を算出しました。 
 そして、1人の研修修了者が６０分×１回のサービス提供を行う場合と３０分×２回行う場合
の費用を以下のとおり算出し、３０分×２回のサービス提供を行うことで、さらに必要となる
ことが想定される費用についても報酬に含めて、３０分未満の金額を1,300円といたしました。 
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割合 備考

人件費 50% 1,000 円
1,000×1.25（75分）

＝ 1,250 円

それぞれ30分のサービスを
提供し、利用者間の移動に
15分かかると想定

交通費 19% 380 円 190×3＝　570 円
利用者間の移動分
がさらに必要

健康診断等の費用 5% 100 円 100 円
60分1回の場合と
変わらない

雇用保険等 10% 200 円 200 円
60分1回の場合と
変わらない

事業所経費 16% 320 円 480 円
2回のアレンジに係る事業
所の経費を考慮して1.5倍
とする。

合計 100% 2,000 円 2,600 円 →３０分×２回の費用

30分～６０分の
サービス提供

30分未満の
サービス提供×2回
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類型別の実施事業について 
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訪問型サービス事業 ※平成28年10月時点 

ガイドラインで示された類型 藤沢市で実施 

現行の訪問介護相当 
介護予防訪問型サービス

（A2コード） 

訪問型サービスＡ 
（緩和した基準によるサービス） 

訪問型サービスＡ 
(A3コード) 

訪問型サービスＢ 
（住民主体による支援） 

検討中 

訪問型サービスＣ 
（短期集中予防サービス） 実施予定 

訪問型サービスＤ 
（移動支援） 

検討中 
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基準 介護予防訪問型サービス 
（現行の介護予防訪問介護相当） 

多様なサービス 

サービス 
種別 

①介護予防 
  訪問型Ⅰ 

②介護予防 
  訪問型Ⅱ 

③訪問型サービスＡ 
（緩和した基準によるサービス） 

③訪問型サービスＢ 
（住民主体等によるサ支援） 

④訪問型サービスＣ 
（短期集中予防サービス） 

提供主体 
現行の指定介護予防訪
問介護事業所 
（みなし指定等） 

左に同じ 
みなし指定等を受けている 
事業所 

住民主体、ボランティア団
体等 

市 
（ＰＴ、ＯＴ、栄養士、歯科衛生士） 

サービス 
内容 

身体介護＋生活援助 生活援助のみ 
資格を有さないものができる生
活援助 
（例：買い物、調理、掃除等） 

有償ボランティア等 
保健師等による居宅での相談指
導等 

サービス提
供のあり方 

○訪問介護員による専門
的なサービスが必要な
ケース 
 
○身体介護を必要とする
ケース 
 

○身体介護を特に必要と
しない生活援助のみの
ケース 
 
○生活援助の分類は訪
問介護に準じて判断する。 

○専門的なサービスを必要とし
ない比較的軽度な利用者のケー
スを想定 
 
○一月の利用上限の設定 
・要支援１及び事業対象者 
 ・・・８ ０ ０単位まで 
（要支援２ 
 ・・・１６００単位まで） 

○既存の仕組みとし成り
立っているため導入当初
は補助等は行わず、順次、
検討を進めていく 

○事業対象者のうち、鬱・閉じこも
りの傾向が認められたものの利
用を想定。地域包括支援センター
のアセスメントにより、通所サービ
スの利用が望ましいが、心身の状
況等により利用拒否がみられるよ
うな場合を想定。 

実施方法 事業者指定 左記に同じ 事業者指定  補助 市直営 

基準 予防給付に準じる 左記に同じ 
人員を緩和した基準 

市の研修を修了した者 
― ― 

報酬単価 

月額報酬 
・・・国単価（１００％） 
支援１及び事業対象者 
   １ １ ６ ８単位 
支援２ 
   ２ ３ ３ ５単位 
＊地域区分反映 

月額報酬 
・・・国単価（９０％） 
支援１及び事業対象者 
    １ ０ ５ １単位 
支援２ 
    ２ １ ０ １単位 
＊地域区分反映 

１回あたり 
①1回30分未満 
        １ ３ ０単位 
②1回30分以上60分未満 
     ２００単位 
     

 ＊（１単位＝１０円） 

― 
 

― 
 

サービス 
提供者（ 

訪問介護員 左記に同じ 雇用契約者  ― 市 
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現行の介護予防訪問介護で身体介護を必要と
しない、生活援助のみのサービス利用をして
いる方の請求コードを設ける。 

 

 介護予防訪問型Ⅱ 
 （生活援助のみの現行の介護予防訪問介護相当） 

介護予防訪問型Ⅱの報酬単価 

「現行の介護予防訪問介護費×９０％」 

＝１１,３９２／月        ※1単位＝10.84円 

加算については、現行と同等とする。 

36 
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介護予防訪問介護の人員・設備・運営の基準から
「人員基準に関する基準」について緩和し、訪問
型サービスとして「生活援助」に限りサービス提
供できるようにするもの 

 

緩和した基準による訪問型サービスＡとは 

緩和する人員基準① 

・・・資格に関する部分を緩和・・・ 

資格を持っていない方（高齢者や主婦・主夫等）
でも参加できる場となるように、市が実施する研
修の要件を設け、多様なサービス提供主体により
訪問型サービスを行えるようにするもの 

37 
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②人員配置に関する部分を緩和 

(介護予防)訪問介護事業所と一体的に運営するこ
とより、管理者・サービス提供責任者を兼務する
ことが可能となり、実質の人員としては従事者を
確保することで、無理なく事業参入・運営を行え
るように緩和した人員配置基準を定める。 

 

38 
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利用対象者  事業対象者を中心に比較的軽度の要支援者まで 

実施方法  事業者指定制度による国保連での審査・支払い 

利用者負担 
及び 
利用回数 
(単位数)の制限 

 ・介護給付の利用者負担割合（１割・２割）と同率 

 ・利用者の状況にあわせ、１ヶ月あたりの利用回数制 

  限を単位数で設定。詳細はコード表に準じる。 

  事業対象者及び要支援１：  ８００単位まで 

                       要支援２：１,６００単位まで 

 

提供内容 

一般的な調理・掃除・洗濯・買い物等、訪問介護
の生活援助に準ずるもの(老計第10号) 

（１回の訪問で１～２つの生活援助内容を提供で
きることを想定） 

事業参入が 
可能な事業所 

平成２８年１０月の総合事業開始時前までに介護
予防訪問介護事業所の指定を受けている者 
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生活援助 
生活援助とは、身体介護以外の訪問介護であって、掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助（そのために必要な一連の行為を含む）であり、利
用者が単身、家族が障害・疾病などのため、本人や家族が家事を行うことが困難な場合に行われるものをいう。（生活援助は、本人の代行的な
サービスとして位置付けることができ、仮に、介護等を要する状態が解消されたとしたならば、本人が自身で行うことが基本となる行為であるということ
ができる。） 

                  ※ 次のような行為は生活援助の内容に含まれないものであるので留意すること。 

                   [1] 商品の販売・農作業等生業の援助的な行為    [2] 直接、本人の日常生活の援助に属しないと判断される行為 

 ０ サービス準備等 

（サービス準備は、生活援助サービスを提供する際の事前準備等として行う行為であり、状況に応じて以下のようなサービスを行うものである。） 

         項目                         具体的な内容 

 1 健康チェック                 利用者の安否確認、顔色等のチェック 

 2 環境整備                  換気、室温・日あたりの調整等 

 3 相談援助、情報収集・提供 

 4 サービスの提供後の記録等 

 5 掃除                  居室内やトイレ、卓上等の清掃、ゴミ出し、準備・後片づけ 

 6 洗濯                    洗濯機または手洗いによる洗濯、洗濯物の乾燥（物干し）、 

                                             洗濯物の取り入れと収納、アイロンがけ 

 7 ベッドメイク               利用者不在のベッドでのシーツ交換、布団カバーの交換等 

 8 衣類の整理・被服の補修      衣類の整理（夏・冬物等の入れ替え等）、 

                                             被服の補修（ボタン付け、破れの補修等） 

 9 一般的な調理、配下膳       配膳、後片づけのみ、一般的な調理 

10 買い物・薬の受け取り         日常品等の買い物（内容の確認、品物・釣り銭の確認を含む）、 薬の受け取り 

「老計第１０号」に定める生活援助とは？ 

40 



介護保険課2016 

一体的な運営により、無理なく事業所運営を行えるように緩和を
する人員配置基準 

現行の訪問介護相当サービス 緩和した基準によるサービス(案)
★管理者　常勤・専従１以上

★サービス提供責任者
※常勤の訪問介護員等のうち、利用者４０人に
１人以上(一部非常勤可)
【資格要件：介護福祉士、実務研修修了者、3
年以上介護等の業務に従事した介護職員初任
者研修等修了者】

★訪問介護員等　常勤換算２．５以上（資格
要件：介護福祉士、介護職員初任者研修等修
了者）

★管理者・緩和型サービス提供責任者(1人以上)
一体型で運営している場合かつ、業務に支障がない場合に限り、現行
の訪問介護相当サービス事業所の基準を満たしていれば、当該サービ
スの基準を満たしているとみなされます。
※一体型の場合､ｻｰﾋﾞｽ提供責任者の数は事業所利用者の合計数で
必要数を計算します｡

★従事者　１人以上必要数
※従事者とは訪問サービスの従事者として、雇用契約により事業所に
所属する①・②に該当する者
　①市の研修を修了した者（高齢者や主婦・主夫等）
　②有資格者（訪問介護員等の資格要件に加え、旧ホーム
　　 ヘルパー３級）

41 

介護予防訪問型サービス事業所との一体的な運営 




